
寄
贈
資
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宮
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介 

】

山

下

春

菜

丹

治

雄

一

『
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
─
人
文
科
学
─
』
第
五
十
号

　抜
刷
（
二
〇
二
三
年
十
二
月
）



− 63 −

寄贈資料「宮地正彰関係資料」と明治屋

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

 

横
浜　

明
治
屋　

麒
麟
麦
酒
株
式
会
社　

新
条
約
実
施
祝
典
園
遊
会

【
要
旨
】

　

本
稿
で
は
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
寄
贈
資
料
「
宮
地
正
彰
関
係
資
料
」
を
紹

介
す
る
。
こ
の
資
料
群
は
横
浜
発
祥
の
企
業
で
あ
る
明
治
屋
に
勤
め
て
い
た
宮
地

正
彰
・
正
彦
親
子
の
資
料
群
で
あ
る
。
本
資
料
群
は
文
書
・
写
真
に
大
別
さ
れ
る
。

本
稿
で
は
正
彰
の
資
料
を
中
心
に
、
正
彰
に
出
さ
れ
た
「
感
謝
状
」
か
ら
明
治
期

に
お
け
る
明
治
屋
と
麒
麟
麦
酒
株
式
会
社
の
「
一
手
販
売
契
約
」
に
つ
い
て
、
あ

る
い
は
新
条
約
実
施
祝
典
園
遊
会
に
お
け
る
写
真
か
ら
明
治
屋
の
販
売
活
動
の
一

端
を
明
ら
か
に
し
た
。

は
じ
め
に

　

本
稿
で
紹
介
す
る
「
宮
地
正
彰
関
係
資
料
」
は
、
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
に
当

館
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
資
料
群
は
、
宮
地
正
彰
と
そ
の
子
息
で
あ
る
正

彦
と
い
う
親
子
二
代
が
遺
し
た
資
料
か
ら
構
成
さ
れ
、
正
彰
・
正
彦
と
も
に
勤
め
た

明
治
屋
に
関
す
る
資
料
が
中
心
で
あ
る
。

　

神
奈
川
県
の
近
代
史
に
お
い
て
、
産
業
・
商
業
の
発
展
は
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。
横
浜
港
の
開
港
に
よ
っ
て
、
県
内
、
特
に
横
浜
で
は
経
済
活
動
が
盛
ん
と

な
り
、
国
内
外
の
会
社
が
集
結
し
た
。
宮
地
親
子
が
勤
め
た
明
治
屋
も
、
横
浜
で
誕

生
し
、
現
在
ま
で
続
く
企
業
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
特
に
宮
地
正
彰
に
関
す
る
資
料
か
ら
、
明
治
期
に
横
浜
で
誕
生
し
た

明
治
屋
と
い
う
企
業
の
活
動
、
さ
ら
に
神
奈
川
県
に
お
け
る
経
済
活
動
の
一
端
を
明

ら
か
に
し
た
い
。（
山
下
）

一　

資
料
概
要

（
1
）　
資
料
構
成

　
『
宮
地
正
彰
関
係
資
料
』
は
全
七
十
三
点
あ
る
（
表
1
）。
本
資
料
群
の
構
成
は
、大

き
く
分
け
て
、
宮
地
正
彰
に
関
す
る
資
料
六
十
点
と
子
息
の
正
彦
に
関
す
る
資
料
十

三
点
に
分
け
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
主
に
明
治
期
か
ら
大
正
期
ま
で
の
宮
地
正
彰
の

資
料
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

　

本
資
料
群
は
文
書
と
写
真
の
二
種
類
に
大
別
で
き
る
。
ま
ず
、
文
書
は
三
十
点
あ

り
、
宮
地
が
明
治
屋
に
入
社
し
た
と
思
わ
れ
る
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
か
ら

一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
ま
で
に
明
治
屋
か
ら
出
さ
れ
た
給
与
・
賞
与
・
人
事
辞
令

が
主
要
な
資
料
で
あ
る
（
№
1
～
29
、
40
）。
宮
地
は
晩
年
に
明
治
屋
の
専
務
取
締
役

に
就
任
し
て
い
た
た
め
、
明
治
屋
の
社
史
か
ら
わ
ず
か
に
動
向
が
追
え
る
人
物
で
あ

【 

資
料
紹
介 

】

寄
贈
資
料
「
宮
地
正
彰
関
係
資
料
」
と
明
治
屋

　
　

山　

下　

春　

菜

丹　

治　

雄　

一
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る
。
一
方
、
入
社
直
後
の
い
わ
ゆ
る
平
社
員
で
あ
っ
た
宮
地
に
つ
い
て
は
、

社
史
か
ら
動
向
を
追
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
来
、
多
く
の
企
業
の
社

内
で
ど
の
よ
う
な
人
事
異
動
が
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
給
与
が
得
ら
れ

て
い
た
か
に
つ
い
て
示
す
資
料
は
あ
ま
り
残
ら
な
い
。
し
か
し
、
本
資
料

群
か
ら
は
明
治
屋
社
内
に
お
け
る
人
事
お
よ
び
給
与
体
系
の
一
端
を
う
か

が
え
る
。
例
え
ば
、
宮
地
は
入
社
し
て
五
年
経
っ
た
一
九
〇
五
（
明
治
三

十
八
）
年
、
門
司
支
店
へ
転
勤
す
る
（
№
16
）
が
、
そ
の
際
の
辞
令
等
か

ら
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
で
き
る
。
ま
ず
宮
地
は
門
司
支
店
主
事
（
№
17
）

に
な
り
、
月
給
七
十
五
円
（
№
20
）
と
門
司
支
店
在
勤
中
の
み
支
給
さ
れ

る
交
際
費
二
十
円
（
№
18
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
交
際
費

は
一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一
）
年
に
二
十
五
円
（
№
26
）
に
な
る
。
そ
の

他
、
明
治
屋
が
株
式
会
社
に
な
っ
た
際
、
社
員
へ
自
社
株
式
を
譲
渡
し
て

い
る
点
は
社
史
に
も
記
述
が
あ
る
が（

1
（

、
そ
れ
以
外
に
奨
励
金
と
し
て
山
陽

電
鉄
の
株
式
十
株
を
宮
地
へ
譲
渡
（
№
15
）
し
て
お
り
、
社
員
に
対
す
る

賞
与
は
必
ず
し
も
現
金
の
み
で
は
な
か
っ
た
点
が
本
資
料
群
か
ら
分
か

る
。

　

ま
た
、
明
治
屋
に
と
っ
て
麒
麟
麦
酒
の
一
手
販
売
は
社
の
成
長
、
ま
た

歴
史
の
上
で
欠
か
せ
な
い
大
き
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
本
資
料
群
に
は
、

明
治
屋
に
お
け
る
麒
麟
麦
酒
の
販
路
拡
大
に
宮
地
が
貢
献
し
た
こ
と
を
示

す
「
感
謝
状
」（
№
21
）
が
あ
る
。
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

写
真
は
一
八
七
七
（
明
治
十
）
年
か
ら
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
ま
で

の
期
間
の
三
十
点
（
№
42
～
71
）
が
宮
地
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
主
に
宮
地
の
肖
像
【
図
1
】（
№
47
）
や
自
宅
の
新
築
記
念
（
№
57

～
№
62
）、
親
戚
と
の
集
合
写
真
（
№
55
・
№
58
・
№
64
）、
あ
る
い
は
子

息
の
正
彦
と
明
治
屋
店
舗
前
で
撮
影
し
た
ス
ナ
ッ
プ
写
真
（
№
52
・
№
53
）

【図 1】No.47「明治三十二年盛夏　明治屋本店の樓上ニ写ス」（裏面）
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な
ど
、
私
的
な
写
真
が
多
い
。

　

し
か
し
、中
に
は
明
治
屋
の
店
員
や
事
業
に
つ
い
て
撮
影
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
以

下
、
例
と
し
て
あ
げ
る
【
図
1
】
の
裏
面
に
は
「
明
治
三
十
二
年
盛
夏　

明
治
屋
本

店
ノ
棲
上
ニ
写
ス
」
と
書
か
れ
て
い
る
。。
こ
の
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
当
時
の
明
治
屋

本
店
は
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）
年
、
横
浜
本
町
一
丁
目
十
三
番
地
（
現
本
町
通

を
挟
ん
で
横
浜
市
開
港
記
念
会
館
の
向
か
い
側
）
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
関
東
大

震
災
で
失
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
関
東
大
震
災
以
前
の
明
治
屋
本
店
の
内
装
の

様
子
が
は
っ
き
り
写
っ
て
い
る
写
真
は
、
こ
の
一
点
と
『
明
治
屋
百
年
史
』
の
中
に

本
資
料
群
の
写
真
と
同
室
で
撮
影
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
店
員
の
集
合
写
真（

2
（

の
み
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
に
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
写
真
は
明
治
屋
入
社
直
後

の
宮
地
の
姿
が
わ
か
る
だ
け
で
な
く
、
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
明
治
・
大
正
期
の
明
治

屋
本
店
に
つ
い
て
知
る
一
助
と
な
る
資
料
で
あ
る
。

　

一
方
、
明
治
屋
の
事
業
を
写
し
た
も
の
は
、
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
の
不

平
等
条
約
改
正
記
念
の
開
催
（
№
49
・
№
50
）
が
あ
る
。
こ
の
写
真
に
つ
い
て
は
後

述
す
る
。（
山
下
）

（
2
）　
明
治
屋
と
宮
地
正
彰
に
つ
い
て

　

本
節
で
は
、
本
資
料
群
を
遺
し
た
宮
地
正
彰
の
生
涯
に
つ
い
て
、「
履
歴（

3
（

」
お
よ
び

本
資
料
群
、
ま
た
明
治
屋
社
史
か
ら
ひ
も
と
き
た
い
。
本
資
料
群
の
大
部
分
を
占
め

る
の
は
、
宮
地
正
彰
が
勤
め
た
明
治
屋
に
関
す
る
資
料
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
明
治
屋

に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　

明
治
屋
は
、
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年
、
磯
野
計
が
創
業
し
た
。
磯
野
は
三
菱

の
給
費
留
学
生
と
し
て
豊
川
良
平
・
千
頭
清
臣
銓
衝
委
員
に
よ
り
選
ば
れ
、
イ
ギ
リ

ス
留
学
を
経
て
、
三
菱
神
戸
出
張
所
取
締
を
勤
め
た
後
、
一
八
八
五
年
の
日
本
郵
船

会
社
設
立
を
契
機
に
三
菱
を
退
職
し
て
い
る
。
退
職
の
際
、
日
本
郵
船
会
社
横
浜
支

店
長
に
、
旧
三
菱
時
代
か
ら
日
本
郵
船
会
社
に
至
る
ま
で
外
国
人
社
員
が
主
導
し
て

き
た
船
の
乗
客
・
外
国
船
員
の
た
め
の
食
料
品
・
雑
貨
を
扱
う
ス
ト
ア
・
デ
パ
ー
ト

メ
ン
ト
を
請
け
負
い
た
い
と
申
し
出
た
と
い
う（

4
（

。
明
治
屋
は
出
発
以
前
か
ら
三
菱
と

深
い
縁
の
あ
る
企
業
で
あ
っ
た
。

　

創
業
当
時
の
明
治
屋
は
船
舶
へ
の
雑
貨
納
入
業
を
主
と
し
た
会
社
で
、
横
浜
万
代

町
を
拠
点
と
し
た
。
創
業
翌
年
に
は
、
西
洋
酒
類
・
食
料
品
・
た
ば
こ
・
食
器
等
の

直
輸
入
を
行
い
、
日
本
国
内
で
販
売
す
る
小
売
業
を
展
開
し
た
。
万
代
町
か
ら
す
ぐ

北
仲
通
四
丁
目
の
貸
家
に
転
じ
、
さ
ら
に
経
営
が
軌
道
に
乗
る
と
本
町
通
二
丁
目
に

店
舗
を
移
し
た
。
そ
の
後
、
前
述
の
通
り
一
八
九
一
年
に
横
浜
本
町
一
丁
目
十
三
番

地
へ
二
階
建
て
の
西
洋
風
本
店
兼
本
社
を
建
て
て
い
る
。

　

磯
野
は
明
治
屋
の
他
、
磯
野
商
会
を
設
立
し
、
銀
座
に
本
店
を
置
き
な
が
ら
、
機

械
・
鉄
材
の
輸
入
業
に
も
手
を
伸
ば
し
た
。
し
か
し
、
磯
野
が
一
八
九
七
（
明
治
三

十
）
年
に
急
逝
し
た
た
め
、
再
従
兄
弟
の
米
井
源
治
郎
が
磯
野
商
会
を
引
き
継
い
だ
。

ま
た
、
磯
野
商
会
に
勤
め
て
い
た
松
本
長
蔵
が
明
治
屋
に
移
り
、
磯
野
家
に
婿
入
り

し
た
。
一
九
〇
三
（
明
治
三
十
六
）
年
か
ら
は
米
井
と
磯
野
長
蔵
に
よ
る
合
名
会
社

と
し
て
明
治
屋
を
経
営
し
た
。
合
名
会
社
時
代
の
明
治
屋
は
、
一
九
〇
七
（
明
治
四

十
）
年
総
代
理
店
と
し
て
一
手
販
売
し
て
い
た
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
の
製
造
会
社
の
ジ
ャ

パ
ン
・
ブ
ル
ワ
リ
ー
の
買
収
お
よ
び
麒
麟
麦
酒
株
式
会
社
の
設
立
、
そ
し
て
そ
れ
以

前
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
た
東
京
（
銀
座
）・
大
阪
・
神
戸
・
門
司
の
支
店
の
他
、
全
国

各
地
に
小
売
店
の
設
置
、
ま
た
京
城
出
張
所
（
現
大
韓
民
国
ソ
ウ
ル
市
）
を
開
設
し

て
海
外
進
出
を
果
た
し
て
い
る
。

　

経
営
が
好
調
で
あ
っ
た
明
治
屋
は
、
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
、
合
名
会
社

か
ら
株
式
会
社
に
改
組
し
た
。
そ
の
後
、
前
述
の
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
の
さ
ら
な
る
販
売

拡
大
、
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
に
は
大
倉
恒
吉
商
店
と
特
製
名
誉
月
桂
冠
の
一
手

契
約
締
結
を
す
る
な
ど
、
事
業
を
幅
広
く
展
開
し
た
。
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No. 資料名 年代 作成者 宛所 形態 員数 寸法 資料番号

44 高知県人竹内可與友人五名写真 明治20年 写真乾板 1枚 12.2×9.5 CU0046481

45 宮地致知像 明治22年3月1日 宮地致知 写真乾板 1箱 11.5×8.1 CU0046482

46 明治廿八年六月十日於大阪北新地若林写之 明治28年6月10日 大阪北新地若林益 宮地正彰 写真 1枚 13.3×8.7 CU0046483

47 明治三十二年盛夏　明治屋本店ノ樓上ニ写ス 明治32年 宮地正彰 写真 1枚 16.3×10.5 CU0046484

48
明治三十二年一月四日横
浜市内本町壱丁目十三番
地明治屋本店門前ニ於テ
店員撮影

明治32年1月4日 森本廣太郎（撮影者） 宮地正彰 写真 1枚 12.6×10.8 CU0046485

49

明治三十二年八月四日横
浜官民有志ノ催シタル同
市公園地ニ於ケル条約改
正祝典園遊会横濱ビール
店ノ真影

明治32年8月4日 写真 1枚 11.2×16.9 CU0046486

50
明治三十二年八月四日横
濱公園地ニ於テ条約改正
祝典園遊会模擬ビール店
真図

明治32年8月4日 写真 1枚 11.2×16.9 CU0046487

51
明治三十三年七月横浜市
弁天通壱丁目玉村ニ於テ
撮影

明治33年7月 宮地正彰 写真 1枚 18.5×12.4 CU0046488

52 明治卅七年二月明治屋ニテ写之（正彰・正彦） 明治37年2月 宮地正彦 写真 1枚 14.6×11.6 CU0046489

53 明治卅七年二月明治屋ニテ写之（正彦） 明治37年2月 宮地正彦 写真 1枚 14.6×11.6 CU0046490

54 明治三十三年七月十三日午前九時前写之 明治33年7月13日 写真師江木松四郎製 宮地正彰 写真 1枚 10.2×6.4 CU0046491

55〔宮地家・竹内家集合写真〕 明治42年4月24日 写真 1枚 19.1×24.9 CU0046492

56〔宮地正彰写真〕 大正元年12月 写真 1枚 19.2×13.2 CU0046493

57 大正三年十月十七日新築　落成新居用撮影 大正3年 写真 1枚 18.8×23.4 CU0046494

58 大正参年十月（（親類一同の集合写真カ） 大正3年10月 写真 1枚
　 18.8×23.4 CU0046495

59 大正三年十月十七日新築移転十一月撮影 大正3年11月 写真 1枚 18.8×23.4 CU0046496

60 大正三年十月十七日新築　移転十一月撮影 大正3年11月 写真 1枚 18.8×23.4 CU0046497

61 大正三年十一月撮影　十月十七日新築 大正3年11月 写真 1枚 18.8×23.4 CU0046498

62 大正三年十月十七日新築　落成転居十一月撮影 大正3年11月 写真 1枚 18.8×23.4 CU0046499

63 高知県婦人会餘興 大正7年1月15日 博文館写真部東京本町 写真 1枚 16.7×21.6 CU0046500
64 大正八年一月五日写 大正8年1月5日 写真 1枚 20×47.6 CU0046501

65 大正八年十一月二十七日写　宮地正彰　五十二歳 大正8年11月27日 成田写真館 宮地正彰 写真 1枚 18.9×24.4 CU0046502

66 宮地正彰 大正8年11月27日？ 写真 1枚 11.5×8.5 CU0046503
67〔集合写真〕 写真 1枚 14×19.5 CU0046504
68 宮地正彰家族写真 宮地正彰 写真 1枚 19.3×28.7 CU0046505
69〔集合写真〕 東京銀座二見館 写真 1枚 24×27.2 CU0046506
70〔宮地正彰写真〕 写真乾板 1枚 12.2×9.5 CU0046507
71 宮地正彰写真 写真 1枚 37.1×28 CU0046508
72 明治屋京都支店 〔昭和〕28年5月 写真 1枚 8×6 CU0046509

73
報国自第三五九號（第一
明治屋號）至第三六一號
（第三明治號）〔艦上戦闘
機〕海軍省

海軍省 写真 1枚 8.5×13.5 CU0046510
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No. 資料名 年代 作成者 宛所 形態 員数 寸法 資料番号

1 卒業証書 明治23年10月25日 私立東京法学院長　
増嶋六一郎 宮地正彰 巻子 1巻 33×137 CU0046438

2 褒状 明治23年11月 私立東京法学院長　
増嶋六一郎 宮地正彰 状 1枚 32.8×42.4 CU0046439

3 〔給金支払書〕 明治31年7月1日 明治屋 宮地正彰 状 1枚 21.8×29 CU0046440
4 〔金子壱封賞与〕 明治31年12月 明治屋 宮地正彰 状 1枚 22×28.2 CU0046441
5 〔金子壱封賞与〕 明治32年12月 明治屋 宮地正彰 状 1枚 27.5×39.9 CU0046442
6 〔給金支払書〕 明治33年1月1日 明治屋 宮地正彰 状 1枚 21.7×28.9 CU0046443
7 〔手当給金支払書〕 明治33年3月1日 明治屋 宮地正彰 状 1枚 19.5×26.2 CU0046444
8 〔辞令〕（総務部評議員) 明治33年6月 明治屋総務部 宮地正彰 状 1枚 19.3×26 CU0046445
9 〔辞令〕（明治屋本店主事) 明治33年7月 明治屋総務部 宮地正彰 状 1枚 19.5×26.2 CU0046446

10〔辞令〕（明治屋本店会計掛長兼務) 明治33年7月 明治屋総務部 宮地正彰 状 1枚 19.6×26.2 CU0046447

11〔領収書〕 明治34年11月29日 明治屋総務部 宮地正彰 状 1枚 24.4×33 CU0046448
12〔月俸給与書〕 明治35年1月1日 明治屋総務部 宮地正彰 状 1枚 19.3×26.2 CU0046449
13〔特別手当贈与書〕 明治35年5月15日 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 19.3×25.5 CU0046450
14〔月俸給与書〕 明治36年1月1日 明治屋総務部 宮地正彰 状 1枚 19.4×26 CU0046451

15〔山陽鉄道株式会社株贈与書〕 明治36年12月 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 20.1×28.5 CU0046452

16〔辞令〕（門司支店転勤) 明治38年1月10日 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 19.4×26.3 CU0046453
17〔辞令〕（門司支店主事) 明治38年1月10日 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 19.5×26.1 CU0046454
18〔交際費給与書〕 明治38年1月10日 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 19.3×26.4 CU0046455

19〔多年精勤者に対する功労費について〕 明治38年1月28日 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 23.4×15 CU0046456

20〔月俸給与書〕 明治38年1月 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 19.9×28.1 CU0046457
21 感謝状 明治38年1月 横浜麒麟麦酒販売組合 宮地正彰 状 1枚 39×51 CU0046458
22〔金壱百五拾円賞与〕 明治38年12月 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 20×27.2 CU0046459

23〔金壱百五拾円特別勤労賞与〕 明治38年12月 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 20×27.8 CU0046460

24〔金参百円多年精勤贈与〕明治38年12月 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 19.5×27 CU0046461
25〔俸金八拾円給与書〕 明治39年1月 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 20×27.8 CU0046462
26〔手当給与書〕 明治41年1月 合名会社明治屋総務部 宮地正彰 状 1枚 20×27.4 CU0046463
27〔明治屋株贈与書〕 明治44年4月 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 19.2×35.5 CU0046464
28〔賞与書〕 明治44年12月 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 21.5×27 CU0046465
29〔月給・手当等通知〕 大正元年11月26日 米井源治郎 宮地正彰 状 1枚 23.8×16 CU0046466
30〔特別賞与受領証〕 昭和27年9月1日 磯野長藏 宮地正彦 状 1枚 10.5×14.9 CU0046467
31〔特別賞与受領証〕 昭和28年1月1日 磯野長藏 宮地正彦 状 1枚 10.5×14.9 CU0046468
32〔給料受領証〕 昭和28年9月1日 磯野長藏 宮地正彦 状 1枚 10.6×14.9 CU0046469
33〔特別賞与受領証〕 昭和29年1月1日 磯野長藏 宮地正彦 状 1枚 10.6×14.9 CU0046470
34〔辞令〕（東京本店次長） 昭和29年1月6日 磯野長藏 宮地正彦 状 1枚 12.6×15.7 CU0046471

35〔定年退職任命書〕 昭和31年6月30日 関東明治屋商事株式会
社取締役社長磯野長藏 宮地正彦 状 1枚 10.6×15 CU0046472

36〔嘱託任命書〕 昭和31年7月1日 関東明治屋商事株式会
社取締役社長磯野長藏 宮地正彦 状 1枚 10.6×15 CU0046473

37〔辞令送付状〕 昭和31年7月2日 関東商事東京本店岸本
本店代理

株式会社明
治屋本社 状 1枚 25.5×18 CU0046474

38〔次長嘱託任命書〕 昭和31年7月10日 関東明治屋商事株式会
社取締役社長磯野長藏 宮地正彦 状 1枚 10.6×15 CU0046475

39 株式申込受付票（ハガキ）昭和34年11月20日 株式会社三菱銀行京橋
支店 宮地正彦 状 1枚 12.3×7.8 CU0046476

40 麒麟麦酒株式会社東京支店封筒 昭和 封筒 1枚 21.8×8.2 CU0046477

41 株式会社明治屋封筒 宮地様 封筒 1枚 22×14 CU0046478
42 吉川宇志雄・宮地駒猪像 明治10年9月 写真乾板 1枚 11.3×8.2 CU0046479

43
明治十一年六月十九日　
写真　於阪府梅田停車場
前

明治11年6月19日 盛集堂 写真乾板 1箱 11.5×8.2 CU0046480

表１　宮地正彰関係資料目録
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次
に
、
宮
地
正
彰
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
宮
地
正
彰
は
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
、

高
知
県
の
竹
内
家
に
生
ま
れ
た
。
竹
内
家
は
土
佐
一
宮
村
の
郷
士
で
、
宮
地
は
四
代

目
長
男
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
徴
兵
の
関
係
で
竹
内
家
か
ら
親
戚
の
宮
地
家
に
養
子

に
入
っ
た
と
い
う（

5
（

。

　

宮
地
は
高
知
県
か
ら
上
京
し
、
東
京
法
学
院
（
現
中
央
大
学
）
を
一
八
九
〇
（
明

治
二
十
三
）
年
七
月
に
卒
業
し
て
い
る
（
№
1
）。『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』
に
よ
れ

ば
、
明
治
屋
へ
の
入
店
年
次
は
一
八
九
八
年
と
あ
る（

6
（

。
同
年
七
月
に
明
治
屋
か
ら
宮

地
へ
渡
さ
れ
た
給
与
の
支
払
書
（
№
3
）
や
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
に
明
治

屋
本
店
で
撮
影
さ
れ
た
宮
地
の
肖
像
写
真
（
№
47
）
か
ら
、
こ
の
時
期
に
入
社
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
一
説
で
は
、
宮
地
が
豊
川
良
平（

7
（

の
書
生
で
あ
り
、
学
費
を

も
ら
っ
て
東
京
法
学
院
に
進
学
し
、
豊
川
の
口
添
え
で
明
治
屋
へ
住
み
込
ん
だ
と
い

う（
8
（

。
な
お
、
東
京
法
学
院
を
卒
業
し
て
か
ら
明
治
屋
入
社
ま
で
の
約
九
年
間
に
つ
い

て
、
宮
地
の
足
跡
を
追
え
る
資
料
は
管
見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。

　

宮
地
は
入
社
し
て
三
年
後
の
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
に
は
本
店
主
事
兼
会

計
掛
に
任
命
さ
れ
た
が
（
№
9
）、
一
九
〇
五
年
一
月
に
門
司
支
店
主
事
と
し
て
転
勤

を
命
じ
ら
れ
た
。
宮
地
が
門
司
支
店
に
い
つ
ま
で
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、明

治
屋
が
株
式
会
社
に
改
組
し
た
一
九
一
一
年
に
は
関
東
に
戻
り
、
取
締
役
兼
支
配
人

に
任
命
さ
れ
て
い
る（

9
（

。
さ
ら
に
一
九
一
二
（
明
治
四
十
五
）
年
か
ら
は
東
京
支
店
主

事
・
本
社
会
計
主
任
を
務
め
て
お
り
、
特
に
本
社
総
務
部
の
会
計
主
任
は
、
米
井
・
磯

野
に
次
ぐ
重
要
な
ポ
ス
ト
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る（

（1
（

。
最
終
的
に
宮
地

は
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
に
専
務
取
締
役
と
な
る
が
、
翌
年
一
月
、
急
逝
し
て
い

る（
（（
（

。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
株
式
会
社
に
な
っ
た
明
治
屋
は
、
勤
続
年
数
が
長
い
社
員
、
ま

た
は
物
故
社
員
の
家
族
に
対
し
て
株
式
を
譲
渡
し
て
い
る
。
宮
地
は
、
こ
の
株
式
譲

渡
で
米
井
源
治
郎
四
千
六
百
五
十
株
、
磯
野
長
蔵
四
千
六
百
五
十
株
、
佐
野
吉
之
介

【図 2】No.27「〔明治屋株贈与書〕」
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百
五
十
株
、
西
宮
つ
や
百
二
十
五
株
に
つ
い
で
多
い
百
株
を
受
け
取
っ
て
い
る（

（1
（

【
図

2
】。
米
井
・
磯
野
は
明
治
屋
の
経
営
上
層
部
、
佐
野
は
一
八
八
五
（
明
治
十
八
）
年

か
ら
勤
め
て
い
た
古
参
社
員
、
西
宮
は
創
業
当
時
か
ら
勤
め
、
一
九
一
一
年
当
時
は

故
人
で
あ
っ
た
古
参
社
員
西
宮
庄
之
助
の
未
亡
人
で
あ
る
点（

（1
（

か
ら
考
え
る
と
、
宮
地

は
佐
野
・
西
宮
よ
り
や
や
入
社
時
期
が
遅
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
桁
の
株
式
を

譲
渡
さ
れ
て
お
り
、
社
内
で
高
く
評
価
さ
れ
た
人
物
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
宮
地
が
特
に
評
価
を
受
け
て
い
る
の
が
、
月
桂
冠
の
一
手
販
売
契
約
お
よ
び

販
路
拡
大
へ
の
貢
献
で
あ
る
。
び
ん
に
詰
め
ら
れ
た
日
本
酒
と
し
て
販
売
さ
れ
た
月

桂
冠
は
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
商
品
で
あ
り
、
支
配
人
の
宮
地
を
中
心
に
、
明
治
屋

の
主
要
取
扱
品
で
あ
っ
た
ビ
ー
ル
を
配
達
す
る
際
に
実
物
見
本
を
つ
け
て
配
る
な
ど

の
工
夫
を
し
て
売
り
込
ん
だ
と
い
う（

（1
（

。

　

ま
た
、
宮
地
の
社
内
に
お
け
る
地
位
に
つ
い
て
は
、
特
に
支
配
人
時
代
、
明
治
屋

が
毎
年
恒
例
で
あ
っ
た
「
ク
リ
ス
マ
ス
飾
り
」
宣
伝
、
ひ
い
て
は
タ
イ
ア
ッ
プ
を
期

待
し
て
帝
劇
の
俳
優
を
招
待
し
、
米
井
社
長
・
磯
野
副
社
長
・
宮
地
支
配
人
以
下
が

歓
待
し
た
点（

（1
（

、
同
じ
く
「
ク
リ
ス
マ
ス
飾
り
」
宣
伝
の
た
め
、
新
聞
社
を
対
象
に
し

た
招
待
会
で
社
長
・
副
社
長
の
代
理
と
し
て
宮
地
が
挨
拶
し
て
い
る
点（

（1
（

や
、
ま
た
、
株

式
会
社
布
引
鉱
泉
所
の
商
品
販
売
に
つ
い
て
明
治
屋
が
請
け
負
っ
て
お
り
、
宮
地
が

「
快
腕
を
揮
っ
て
居
る（

（1
（

」
と
い
う
認
識
が
あ
る
点
か
ら
、社
内
に
お
け
る
地
位
が
高
く
、

実
務
を
担
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
明
治
屋
社
員
の
思
い
出

の
中
で
は
、
専
務
時
代
に
米
井
社
長
・
磯
野
長
蔵
副
社
長
の
下
で
手
形
行
為
の
処
理

を
し
て
い
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る（

（1
（

。（
山
下
）

二　

資
料
分
析

（
1
）　
宮
地
正
彰
と
「
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
」
の
一
手
販
売

　

本
節
で
は
、
本
資
料
群
に
含
ま
れ
る
資
料
の
う
ち
、
注
目
す
べ
き
数
点
の
資
料
を

取
り
上
げ
、
そ
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

　

ま
ず
取
り
上
げ
る
の
は
、№
21
「
感
謝
状
」
で
あ
る
（【
図
3
】）。
こ
の
感
謝
状
は
、

前
述
し
た
一
九
〇
五
（
明
治
三
十
八
）
年
一
月
の
宮
地
の
門
司
支
店
転
任
に
あ
た
り
、

「
横
浜
麒
麟
麦
酒
販
売
組
合
」
が
宮
地
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
明
治

屋
本
店
長
」
の
宮
地
が
、
横
浜
市
内
で
長
年
に
わ
た
り
「
同
業
者
ト
ノ
劇
烈
ナ
ル
競

争
」
の
中
で
「
常
ニ
優
秀
ノ
地
歩
ヲ
占
メ
」
た
こ
と
と
、
組
合
販
売
者
の
た
め
に
販

売
網
を
開
拓
し
、
大
い
に
利
便
を
図
る
こ
と
で
今
日
の
隆
盛
を
見
る
に
至
っ
た
の
は
、

宮
地
の
「
霊
犀
ノ
手
腕
ト
摯
実
ノ
精
魂
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、

感
謝
と
送
別
の
意
を
表
す
る
た
め
銀
盃
を
贈
呈
す
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
横
浜

麒
麟
麦
酒
販
売
組
合
」
が
、
ど
の
よ
う
な
組
織
で
ど
の
よ
う
な
販
売
店
で
構
成
さ
れ

て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
資
料
上
の
制
約
か
ら
難
し
い
が
、
既
に
述

べ
た
よ
う
に
、
明
治
屋
は
横
浜
・
山
手
に
工
場
を
置
い
た
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ワ
リ
ー
・

カ
ン
パ
ニ
ー
が
醸
造
す
る
ビ
ー
ル
の
国
内
販
売
の
総
代
理
店
を
務
め
て
、
明
治
屋
の

商
標
と
し
て
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
五
月
に
「
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
」
を
発
売
し
、

そ
の
一
手
販
売
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
総
代
理
店
た
る
明
治
屋
が
組
織
化
し
た

キ
リ
ン
ビ
ー
ル
を
販
売
す
る
販
売
店
網
で
あ
る
と
考
え
て
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。

　

こ
こ
で
、
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ワ
リ
ー
と
明
治
屋
の
関
係
を
整
理
し
て
お
き
た
い（

（1
（

。
ジ

ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ワ
リ
ー
は
、
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
ら
が
、
日
本
ビ
ー
ル
産
業
の

祖
と
見
な
さ
れ
る
Ｗ
・
コ
ー
プ
ラ
ン
ド
が
横
浜
・
山
手
で
経
営
し
た
ビ
ー
ル
醸
造
所

ス
プ
リ
ン
グ
・
バ
レ
ー
・
ブ
ル
ワ
リ
ー
の
跡
地
を
競
売
で
落
札
し
て
、
一
八
八
五
（
明

治
十
八
）
年
に
資
本
金
五
万
香
港
ド
ル
で
香
港
に
登
記
し
た
会
社
で
あ
る
。
そ
し
て
、

同
社
は
同
年
五
月
に
、
明
治
屋
と
の
間
で
日
本
国
内
で
の
ビ
ー
ル
販
売
の
総
代
理
店

と
す
る
一
手
販
売
契
約
を
締
結
す
る
。
そ
の
お
も
な
内
容
は
、（
一
）
横
浜
お
よ
び
長

崎
を
除
い
た
日
本
の
全
地
域
の
総
代
理
店
で
あ
る
こ
と
、（
二
）
総
代
理
店
は
、
そ
の

得
意
先
が
生
産
会
社
の
公
表
す
る
価
格
お
よ
び
割
引
に
従
っ
て
販
売
す
る
こ
と
、（
三
）
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総
代
理
店
の
手
数
料
は
、
容
器
代
（
壜
、
箱
代
）
を
除
い
た
ビ
ー
ル
の

中
身
価
格
の
五
％
と
す
る
こ
と
、（
四
）
販
売
し
た
ビ
ー
ル
の
代
金
回

収
に
つ
い
て
は
、総
代
理
店
た
る
磯
野
（
明
治
屋
）
が
全
責
任
を
負
う

こ
と
、（
五
）
宣
伝
広
告
費
は
、
総
代
理
店
の
販
売
業
務
が
確
立
す
る

ま
で
、
年
ご
と
に
総
額
を
決
定
し
、
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ワ
リ
ー
と
磯
野

（
明
治
屋
）
が
折
半
負
担
す
る
、
と
な
っ
て
い
た
。
な
お
、「
麒
麟
」
を

商
標
と
し
た
の
は
、
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ワ
リ
ー
の
株
主
で
も
あ
っ
た
三

菱
の
荘
田
平
五
郎
の
発
案
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
以
後
、明
治
屋
に

よ
る
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
の
一
手
販
売
は
、一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
の

磯
野
計
の
急
逝
（
三
十
九
歳
）、
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
の
ジ

ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ワ
リ
ー
の
日
本
法
人
「
ザ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ワ
リ
ー
・

カ
ン
パ
ニ
ー
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
」
へ
の
改
組
を
経
て
、
明
治
屋
二
代
目
社

長
の
米
井
源
治
郎
が
三
菱
の
岩
崎
家
の
支
援
を
受
け
て
、
一
九
〇
七

（
明
治
四
十
）
年
に
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ワ
リ
ー
の
事
業
を
継
承
す
る
麒

麟
麦
酒
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
て
以
降
も
継
続
す
る
。最
終
的
に
そ
の

一
手
販
売
体
制
が
終
焉
を
迎
え
る
の
は
、
宮
地
死
後
（
一
九
二
一
年
）

の
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
の
こ
と
で
、明
治
屋
が
一
手
販
売
権
を
返

上
し
、
麒
麟
麦
酒
は
自
社
内
に
営
業
部
を
創
設
す
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

再
び
感
謝
状
の
内
容
に
立
ち
戻
る
と
、前
述
の
と
お
り
「
横
浜
麒
麟

麦
酒
販
売
組
合
」
の
詳
細
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
も
の
の
、総
代
理
店

と
し
て
日
本
国
内
で
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
を
一
手
販
売
し
た
明
治
屋
が
構

築
し
た
販
売
組
織
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。麒
麟
麦

酒
の
社
史
に
よ
れ
ば（

1（
（

、明
治
屋
は
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
発
売
三
年
目
の
一
八

九
〇
（
明
治
二
十
三
）
年
に
、
全
国
を
六
〇
の
地
区
に
分
割
し
、
一
地

区
に
一
な
い
し
二
の
地
区
代
理
店
を
設
け
る
計
画
を
立
て
、販
売
網
の

【図 3】No.21「感謝状」
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拡
充
に
乗
り
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
八
九
二
年
に
は
、
ジ
ャ
パ
ン
・
ブ
ル
ワ
リ
ー

の
融
資
を
得
て
、
東
京
・
大
阪
に
明
治
屋
の
支
店
倉
庫
を
設
け
て
、
両
都
市
で
ビ
ー

ル
の
無
料
配
達
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
代
理
店
や
支
店
の
設
置
と
い
う
施
策

を
進
め
た
こ
と
で
、一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
に
明
治
屋
総
務
部
が
作
成
し
た
「
明

治
丗
五
年
六
月
調
査　

本
支
店
麦
酒
販
売
特
約
店
控
」
か
ら
全
国
に
一
五
六
店
（
う

ち
、
朝
鮮
の
二
店
を
含
む
）
の
販
売
特
約
店
（
代
理
店
）
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
判
明
す
る
。
本
資
料
に
記
載
さ
れ
た
販
売
特
約
店
を
見
て
い
く
と
、「
東
京
支
店
分
」

に
は
「
日
本
橋
区
通
一
丁
目　

国
分
勘
兵
衛
」「
日
本
橋
区
米
沢
町
一
丁
目　

神
崎
三

郎
兵
衛
」「
同
区
（
日
本
橋
区
）
本
町
弐
丁
目　

近
藤
利
兵
衛
」「
日
本
橋
区
本
町　

鈴

木
恒
吉
」、「
大
阪
支
店
分
」
に
は
「
大
阪
市
東
区
高
麗
橋
弐
丁
目　

松
下
善
四
郎
」「
同

（
大
阪
市
東
区
）
心
斎
橋
通
安
土
町　

祭
原
伊
太
郎
」「
同
（
大
阪
市
東
区
）
西
横
堀

筋　

加
納
合
名
会
社
」「
同
（
大
阪
市
東
区
）
小
西
儀
助
」
と
い
っ
た
ビ
ー
ル
を
中
心

と
し
た
洋
酒
卸
売
販
売
を
行
う
有
力
業
者
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
本
資
料
に
記
載
さ
れ
た
販
売
特
約
店
に
は
、
小
売
店
だ
け
で
な
く
卸

売
店
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
場
合
、
少
な
く
と
も
東
京
・
大
阪

と
い
っ
た
都
市
部
で
は
、
こ
れ
ら
の
販
売
特
約
店
の
川
下
に
小
売
店
が
連
な
る
重
層

的
な
販
売
機
構
が
整
備
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ

で
紹
介
し
た
洋
酒
卸
売
販
売
商
は
、
い
ず
れ
も
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
を
専
売
で
取
り
扱
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
大
手
ビ
ー
ル
醸
造
会
社
が
醸
造
し
た
「
サ
ッ
ポ
ロ

ビ
ー
ル
」「
ヱ
ビ
ス
ビ
ー
ル
」「
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
」
な
ど
を
併
売
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
本
項
で
取
り
上
げ
た
感
謝
状
と
の
関
連
で
は
、
同
資
料
の
「
横
浜
本
店
麦

酒
販
売
特
約
者
氏
名
幷
ニ
営
業
地
」
の
項
に
、
横
浜
市
内
に
所
在
す
る
販
売
特
約
店

と
し
て
「
横
浜
市
野
毛
町
一
丁
目　

竹
内
平
兵
衛
」「
同
尾
上
町
六
丁
目　

奴
利
屋
本

店
」「
同
境
町
壱
丁
目　

今
井
商
店
」「
同
山
下
町　

渋
谷
留
五
郎
」
を
は
じ
め
と
し

て
合
計
十
八
店
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る（

11
（

。
こ
れ
ら
十
八
店
の
来
歴

や
営
業
状
況
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い

が
、
宮
地
宛
の
感
謝
状
と
比
較
的
近
い
時
期
に
作
成
さ
れ
た
資
料
の
記
載
で
あ
る
こ

と
か
ら
、「
横
浜
麒
麟
麦
酒
販
売
組
合
」
を
構
成
す
る
販
売
店
に
は
「
明
治
丗
五
年
六

月
調
査　

本
支
店
麦
酒
販
売
特
約
店
控
」
の
「
横
浜
本
店
麦
酒
販
売
特
約
者
氏
名
幷

ニ
営
業
地
」
に
あ
る
横
浜
市
内
の
十
八
店
が
、
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
感
謝
状
は
明
治
屋
が
構
築
し
た
キ

リ
ン
ビ
ー
ル
販
売
網
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
丹
治
）

（
2
）　
条
約
改
正
記
念
園
遊
会
と
明
治
屋

　

以
下
で
は
特
に
、
№
49
「
明
治
三
十
二
年
八
月
四
日
横
浜
官
民
有
志
ノ
催
シ
タ
ル

同
市
公
園
地
ニ
於
ケ
ル
条
約
改
正
祝
典
園
遊
会
横
濱
ビ
ー
ル
店
ノ
真
影
」（
以
下
【
図

4
】）・
№
50
「
明
治
三
十
二
年
八
月
四
日
横
濱
公
園
地
ニ
於
ケ
ル
条
約
改
正
祝
典
園

遊
会
模
擬
ビ
ー
ル
店
真
図
」（
以
下
【
図
5
】）
を
、
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年

の
条
約
改
正
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
祝
典
園
遊
会
に
関
す
る
新
資
料
と
し
て
紹
介

す
る
。

　

江
戸
幕
府
が
締
結
し
た
日
米
修
好
通
商
条
約
な
ど
は
、
領
事
裁
判
権
や
最
恵
国
待

遇
が
、
欧
米
諸
国
に
し
か
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
に
と
っ
て
不
平
等
な
条
約
で

あ
っ
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
不
平
等
条
約
の
改
正
は
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
大
き
な
政

治
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
日
清
戦
争
を
経
た
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
、第

二
次
伊
藤
博
文
内
閣
の
陸
奥
宗
光
外
務
大
臣
に
よ
る
日
英
通
商
航
海
条
約
締
結
に
よ

っ
て
、日
本
は
領
事
裁
判
権
撤
廃
お
よ
び
関
税
自
主
権
の
一
部
回
復
を
果
た
し
た
。
こ

の
改
正
さ
れ
た
条
約
の
発
効
日
で
あ
る
一
八
九
九
年
八
月
四
日
に
は
、
全
国
各
地
で

祝
賀
行
事
が
開
催
さ
れ
た
。
横
浜
で
も
新
条
約
実
施
祝
典
が
開
か
れ
、
横
浜
公
園
で

大
規
模
な
園
遊
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
先
行
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
新
条
約
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【図 4】No.49「明治三十二年八月四日横浜官民有志ノ催シタル同市公園地ニ於ケル条約改正祝典園遊会横濱ビール店ノ真影」

【図 5】No.50「明治三十二年八月四日横濱公園地ニ於ケル条約改正祝典園遊会模擬ビール店真図」
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実
施
祝
典
の
様
子
を
伝
え
る
写
真
や
ス
ケ
ッ
チ
、
あ
る
い
は
記
念
絵
葉
書
が
残
っ
て

い
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
明
治
屋
の
社
史
・
麒
麟
麦
酒
会
社
の
社
史（

11
（

に
も
、
園
遊
会
に
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
販
売
店
を
出
店
し
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。

　

横
浜
に
お
け
る
新
条
約
実
施
祝
典
園
遊
会
に
つ
い
て
『
横
浜
貿
易
新
聞
』（
一
八
九

九
年
八
月
三
日
）
は
、
前
日
ま
で
に
園
遊
会
へ
の
参
加
申
込
人
数
が
八
百
三
十
名
余

り
、
招
待
客
四
百
名
を
あ
わ
せ
て
千
二
百
三
十
名
ほ
ど
で
、
目
標
の
千
五
百
名
に
達

し
て
い
な
い
と
報
じ
て
い
る
。
こ
の
報
道
か
ら
、
目
標
人
数
に
到
達
し
て
い
な
い
も

の
の
、
大
規
模
な
催
し
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る（

11
（

。
ま
た
、「
饗
応
に
は
菓
子
店
四

軒
、
鮨
店
一
軒
、
麦
酒
店
三
軒
、
西
洋
料
理
三
軒
並
び
に
千
歳
楼
の
寄
付
に
係
る
オ

デ
ン
煮
込
店
三
軒
あ
る
よ
し（

11
（

」、「
茶
店
は
都
合
九
軒
に
し
て
鮨
屋
は
蛇
の
目
、
若
菜
、

菓
子
は
風
月
二
軒
、
新
杵
一
軒
、
港
月
一
軒
、
東
京
よ
り
エ
ビ
ス
キ
リ
ン
の
各
麦
酒

店
一
軒
宛
な
り（

11
（

」
と
あ
る
。

　

新
条
約
実
施
祝
典
園
遊
会
当
日
は
、
会
場
の
横
浜
公
園
の
周
囲
一
帯
に
は
紅
白
の

幔
幕
を
張
り
巡
ら
し
、公
園
入
口
辺
り
に
ア
ー
チ
、さ
ら
に
そ
の
上
に
「
園
遊
会
」
と

描
か
れ
た
看
板
を
設
置
し
、
馬
車
で
公
園
内
に
乗
り
入
れ
る
外
国
人
や
、
会
場
内
で

は
撃
剣
の
源
平
合
戦
や
花
火
な
ど
の
余
興
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
梅
田
義
信
横
浜
市
長

や
渡
邊
福
三
郎
横
浜
市
議
会
議
長
が
祝
辞
を
述
べ
る
な
ど
盛
況
で
あ
っ
た（

11
（

。

　
【
図
4
】・【
図
5
】
は
、
新
条
約
実
施
祝
典
園
遊
会
当
日
に
明
治
屋
が
出
店
し
た
キ

リ
ン
ビ
ー
ル
の
屋
台
の
様
子
を
撮
影
し
た
も
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
写
真
の
裏

書
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る（

11
（

。
ま
ず
【
図
4
】・【
図
5
】
で
共
通
す
る
の
は
、
現
在
の

夏
祭
り
な
ど
で
見
る
屋
台
の
よ
う
な
模
擬
店
を
背
景
に
、
店
員
た
ち
が
揃
い
の
帽
子

を
か
ぶ
り
、
同
じ
く
揃
い
の
印
半
纏
を
着
て
撮
影
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
着
て
い

る
印
半
纏
の
え
り
部
分
に
白
字
で
「
明
治
屋
」
と
見
え
る
（【
図
4
】（
部
分
））。
さ

ら
に
背
景
に
な
っ
て
い
る
屋
台
に
は
、【
図
4
】
は
屋
根
上
部
に
見
切
れ
た
「
リ
ン
ビ

ー
ル
」、
屋
根
下
部
に
ね
じ
れ
て
い
る
も
の
の
「
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
」
と
書
か
れ
て
い
る

【図 5】（部分）屋台看板の「キリンビール」

【図 4】（部分）印半纏襟の「明治屋」
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の
ぼ
り
が
見
ら
れ
、
ま
た
【
図
5
】
の
屋
根
に
は
吊
り
下
げ
ら
れ
る
よ
う
に
「
キ
リ

ン
ビ
ー
ル
」
と
一
文
字
ず
つ
書
か
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
（【
図
5
】（
部
分
））。
先

行
研
究
に
お
い
て
、
新
聞
記
事
で
の
み
伝
え
ら
れ
て
き
た
園
遊
会
の
屋
台
の
外
観
・
店

員
に
つ
い
て
分
か
る
も
の
は
、
現
状
こ
の
写
真
以
外
に
例
を
見
な
い
。

　

さ
ら
に
二
枚
の
写
真
を
比
較
す
る
と
、
屋
台
の
屋
根
や
「
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
」
の
看

板
が
設
置
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
違
い
な
ど
か
ら
、
同
一
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
見

え
る
。【
図
4
】
の
屋
台
は
小
型
で
あ
り
、
写
る
店
員
た
ち
も
十
名
し
か
い
な
い
。
一

方
、【
図
5
】
の
屋
台
は
【
図
4
】
に
比
べ
て
大
型
で
、
一
部
不
鮮
明
で
は
あ
る
が
、

四
十
名
ほ
ど
店
員
が
い
る
。
つ
ま
り
、
明
治
屋
は
園
遊
会
に
二
か
所
、
キ
リ
ン
ビ
ー

ル
の
屋
台
を
出
店
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

前
述
の
『
横
浜
貿
易
新
聞
』（
一
八
九
九
年
八
月
三
日
）
に
は
ビ
ー
ル
店
に
つ
い
て
、

「
饗
応
」
に
「
麦
酒
店
三
軒
」、「
茶
店
」
に
「
東
京
よ
り
エ
ビ
ス
キ
リ
ン
の
各
麦
酒
店

一
軒
宛
」
と
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
日
の
園
遊
会
で

は
、
麦
酒
店
の
位
置
も
「
幔
幕
外
居
留
地
に
沿
ひ
た
る
一
辺
に
は
幕
内
麦
酒
店
と
相

対
し
て
自
転
車
隊
休
憩
所
あ
り
」
と
「
東
京
ビ
ー
ル
店
に
は
朝
来
少
女
の
一
隊
が
絶

へ
ず
音
楽
を
奏
し
つ
つ
あ
り
て
来
賓
は
先
づ
此
場
に
入
る
も
の
多
か
り
し
が
三
軒
の

麦
酒
店
孰
れ
も
午
後
四
時
頃
に
は
寂
し
く
な
り
（
後
略
）」
と
、
二
か
所
に
設
置
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
園
遊
会
に
は
「
招
待
客
」
と
「
申
込
者
」
が
区

別
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
一
般
参
加
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
饗
応
」
は
「
招
待
客
」、

「
茶
店
」
は
「
申
込
者
」
に
向
け
た
店
舗
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
二
枚
の
写
真
が
そ

れ
ぞ
れ
ど
ち
ら
に
対
応
し
て
い
る
か
ま
で
は
特
定
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
明
治

屋
が
同
園
遊
会
に
二
か
所
の
店
舗
を
出
店
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

横
浜
に
お
け
る
新
条
約
実
施
祝
典
園
遊
会
の
資
料
は
限
ら
れ
て
お
り
、
従
来
は
新

聞
資
料
に
頼
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、本
資
料
群
の
写
真
二
点
か
ら
、当

日
の
出
店
の
様
子
、
明
治
屋
に
よ
る
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
販
売
戦
略
と
し
て
の
屋
台
・
制

服
の
意
匠
と
と
も
に
、
二
店
舗
の
出
店
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
明

治
期
に
お
い
て
自
国
に
関
わ
る
祝
典
を
開
催
し
た
時
、
企
業
が
ど
の
よ
う
に
参
加
し

た
か
と
い
う
一
事
例
を
示
す
資
料
で
あ
る
。（
山
下
）

む
す
び
に
か
え
て

　

以
上
、
宮
地
正
彰
関
係
資
料
に
つ
い
て
、
主
に
明
治
期
の
資
料
を
中
心
に
紹
介
し

て
き
た
。
本
資
料
群
は
、
明
治
屋
の
社
内
人
事
か
ら
明
治
時
代
の
大
き
な
イ
ベ
ン
ト

の
一
つ
で
あ
っ
た
新
条
約
実
施
祝
典
園
遊
会
に
関
す
る
写
真
、
あ
る
い
は
明
治
屋
と

つ
な
が
る
企
業
で
横
浜
と
も
縁
が
深
い
ジ
ャ
パ
ン
ブ
ル
ワ
リ
ー
お
よ
び
「
キ
リ
ン
ビ

ー
ル
」
と
の
関
わ
り
と
い
っ
た
、様
々
な
視
点
か
ら
分
析
し
う
る
資
料
群
で
あ
る
。
本

稿
で
は
一
部
で
は
あ
る
が
、
宮
地
正
彰
と
い
う
明
治
屋
の
一
社
員
の
資
料
か
ら
明
治

期
に
お
け
る
横
浜
の
企
業
の
活
動
や
取
引
先
と
の
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
社
員
自
身

の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

　

一
方
、
課
題
も
残
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
が
、
本
資
料
群
に
は
宮
地
の
子
息
で
あ

る
正
彦
の
資
料
も
含
ま
れ
て
い
る
。
正
彦
も
明
治
屋
に
就
職
し
て
お
り
、
遺
さ
れ
た

資
料
は
明
治
屋
に
お
け
る
給
与
や
人
事
辞
令
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
正
彦
は
一
九

五
二
（
昭
和
二
十
七
）
年
か
ら
一
九
五
四
（
昭
和
二
十
九
）
年
ま
で
横
浜
本
店
酒
類

部
主
任
を
務
め
（
№
30
・
№
33
）、
一
九
五
四
年
か
ら
は
東
京
本
店
次
長
に
任
命
さ
れ

て
い
る
（
№
34
）。
定
年
後
も
嘱
託
の
東
京
本
店
次
長
と
し
て
社
内
に
残
っ
て
い
る
こ

と
が
資
料
か
ら
分
か
る
（
№
35
・
№
36
・
№
37
）。

　

正
彦
の
資
料
は
昭
和
期
の
明
治
屋
に
関
わ
る
資
料
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
前

後
に
か
け
て
柔
軟
な
経
営
を
行
い
、
現
在
ま
で
続
く
企
業
で
あ
る
明
治
屋
を
知
る
上

で
重
要
な
資
料
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
本
資
料
群
の
正
彦
の
資
料
の
み
で
は
数
も
限

ら
れ
て
お
り
、
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
資
料

群
だ
け
で
は
な
く
、
明
治
屋
、
あ
る
い
は
麒
麟
麦
酒
株
式
会
社
な
ど
の
周
辺
企
業
等
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の
資
料
を
精
査
し
、
研
究
を
深
め
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。（
山
下
）

註（
1
）
明
治
屋
本
社
編
『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』（
明
治
屋
本
社
、
一
九
五
八
年
）。

（
2
）
明
治
屋
創
業
一
〇
〇
年
史
編
纂
委
員
会 

編
纂
『
明
治
屋
百
年
史
』（
明
治
屋
、
一
九
八
七
年
）

八
一
頁
。
中
央
に
座
る
宮
地
の
服
装
等
が
本
資
料
群
の
写
真
と
同
一
で
あ
る
た
め
、同
日
に
撮

影
さ
れ
た
も
の
か
。

（
3
）
本
資
料
群
は
複
数
回
に
分
け
て
寄
贈
を
受
け
た
た
め
、「
宮
地
正
彰
関
係
資
料
」
に
含
ま
れ
な

い
未
整
理
資
料
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
は
順
次
整
理
予
定
で
あ
る
。
な
お
、未
整

理
資
料
は
各
註
末
尾
に
（
未
整
理
資
料
）
と
す
る
。

（
4
）『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』
三
─
八
頁
。

（
5
）「〔
履
歴
〕（
昭
和
四
十
年
春
彼
岸
の
佳
日　

八
十
歳　

土
井
英
成
）」（
未
整
理
資
料
）。

（
6
）『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』
四
〇
頁
。

（
7
）
明
治
屋
が
三
菱
財
閥
と
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
点
、豊
川
が
多
く
の
人
材
を
三
菱
財
閥
や

そ
の
関
係
す
る
企
業
へ
送
り
込
ん
で
い
た
点
、豊
川
が
宮
地
と
同
じ
く
高
知
県
出
身
で
あ
る
点

か
ら
、
宮
地
が
同
郷
の
豊
川
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
、
三
菱
財
閥
と
近
し
い
企
業
の
一
つ
で
あ

っ
た
明
治
屋
に
紹
介
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。

（
8
）「
宮
地
正
彰
君
」（『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
二
（
六
）、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
一
九
一
四
年
）。

（
9
）『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』
三
九
頁
。

（
10
）『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』
資
料
。
な
お
、
東
京
支
店
主
事
は
東
京
支
店
長
、
会
計
主
任
は
経
理

課
長
に
相
当
す
る
。

（
11
）「
歴
代
役
員
任
期
一
覧
表
（
一
）」『
明
治
屋
百
年
史
』。

（
12
）「〔
明
治
屋
株
贈
与
書
〕」（
一
九
一
一
年
四
月
）。

（
13
）『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』
三
七
頁
。

（
14
）『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』
六
六
頁
、『
磯
野
長
蔵
追
悼
錄
』
八
二
頁
。

（
15
）『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』
一
三
四
頁
。

（
16
）『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』
四
十
五
頁
。
こ
の
宮
地
の
挨
拶
文
は
明
治
屋
の
Ｐ
Ｒ
雑
誌
で
あ
っ
た

『
嗜
好
』（
一
九
一
六
年
一
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
17
）「
清
涼
飲
料
水
の
種
類
」（『
実
業
の
日
本
』
二
一
（
一
五
）、
一
九
一
八
年
）。

（
18
）『
磯
野
長
蔵
追
悼
錄
』
八
六
頁
。

（
19
）
以
下
、明
治
屋
に
よ
る
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
一
手
販
売
に
関
す
る
記
述
は
、『
明
治
屋
七
十
三
年
史
』、

麒
麟
麦
酒
株
式
会
社
五
十
年
史
編
集
委
員
会 

編
『
麒
麟
麦
酒
株
式
会
社
五
十
年
史
』（
麒
麟
麦

酒
、
一
九
五
七
年
）、
麒
麟
麦
酒
株
式
会
社
広
報
室
編
『
麒
麟
麦
酒
の
歴
史　

戦
後
編
』（
麒
麟

麦
酒
、
一
九
六
九
年
）
な
ど
に
よ
る
。

（
20
）
た
だ
し
、
麒
麟
麦
酒
の
営
業
部
長
は
、
明
治
屋
三
代
目
社
長
の
磯
野
長
蔵
が
専
務
取
締
役
と
の

兼
任
で
務
め
て
お
り
、一
手
販
売
返
上
後
も
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
の
販
売
に
お
い
て
明
治
屋
は
大
き

な
存
在
感
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
21
）
以
下
、
明
治
屋
が
整
備
し
た
代
理
店
（
販
売
特
約
店
）
な
ど
に
関
す
る
記
述
は
、
前
掲
『
麒
麟

麦
酒
の
歴
史　

戦
後
編
』
三
六
四
～
三
六
六
頁
に
よ
る
。

（
22
）
前
掲
『
麒
麟
麦
酒
の
歴
史　

戦
後
編
』
三
六
五
頁
。
同
書
の
記
載
に
よ
れ
ば
、本
文
で
触
れ
た

四
店
を
含
め
た
横
浜
市
内
に
所
在
す
る
販
売
特
約
店
十
八
店
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

横
浜
市
野
毛
町
一
丁
目　

竹
内
平
兵
衛　
　

同　

尾
上
町
六
丁
目　
　
　

奴
利
屋
本
店

　
　

同　

南
仲
通
弐
丁
目　
　

同
支
店　
　
　
　

同　

境
町
壱
丁
目　
　
　
　

今
井
商
店

　
　

同　

北
仲
通
り
弐
丁
目　

井
上
儀
輔　
　
　

同　

住
吉
町
壱
丁
目　
　
　

吉
田
良
一

　
　

同　

羽
衣
町　
　
　
　
　

吉
田
徳
太
郎　
　

同　

山
下
町　
　
　
　
　
　

杉
本
増
太
郎

　
　

同　

同　
　
　
　
　
　
　

市
川
国
松　
　
　

同　

同　
　
　
　
　
　
　
　

渋
谷
留
五
郎

　
　

同　

長
者
町
七
丁
目　
　

佐
藤
末
吉　
　
　

同　

足
曳
町
弐
丁
目　
　
　

岡
田
フ
サ

　
　

同　

海
岸
五
丁
目　
　
　

田
辺
峰
次
郎　
　

同　

同
四
丁
目　
　
　
　
　

松
本
竹
治

　
　

同　

住
吉
町
三
丁
目　
　

石
田
万
吉　
　
　

同　

伊
勢
佐
木
町
二
丁
目　

岡
田
清
太
郎

　
　

同　

扇
町　
　
　
　
　
　

答
命
舎　
　
　
　

同　

石
川
仲
町　
　
　
　
　

斎
藤
安
平

　
　
　

な
お
、
こ
れ
ら
の
販
売
特
約
店
の
う
ち
、
森
田
忠
吉
編
『
開
港
五
十
年
紀
念　

横
浜
成
功
名

誉
鑑
』（
横
浜
商
況
新
報
社
、
一
九
一
〇
年
）
で
そ
の
名
を
確
認
で
き
る
の
は
、「
酒
類
醤
油
味

噌
塩
商
」
の
竹
内
平
兵
衛
・
奴
利
屋
本
店
（
奴
利
屋
酒
店
・
中
澤
福
三
郎
）・
奴
利
屋
支
店
（
奴

利
屋
酒
店
・
大
矢
市
松
）、「
洋
酒
食
料
品
乾
物
類
及
茶
烟
草
菓
物
商
」
の
今
井
商
店
・
渋
谷
留

五
郎
・
岡
田
清
太
郎
（
松
坂
屋
食
料
品
店
）
の
六
店
で
あ
る
。
ま
た
、
同
書
「
酒
類
醤
油
味
噌
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塩
商
」
に
吉
田
徳
次
郎
（
羽
衣
町
一
丁
目
、
大
黒
屋
酒
店
）
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、「
同　

羽

衣
町　

吉
田
徳
太
郎
」
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
23
）
伊
藤
久
子
「
企
画
展　
「
不
平
等
条
約
の
改
正
」
展　

一
〇
〇
年
前
の
七
月
一
七
日
と
八
月
四

日
」（
横
浜
市
開
港
資
料
館
『
開
港
の
ひ
ろ
ば
』
六
五
、
一
九
九
九
年
）。

（
24
）
麒
麟
麦
酒
株
式
会
社
五
十
年
史
編
集
委
員
会 

編
『
麒
麟
麦
酒
株
式
会
社
五
十
年
史
』（
麒
麟
麦

酒
、
一
九
五
七
年
）。

（
25
）『
横
浜
貿
易
新
聞
』
一
八
九
九
年
八
月
三
日
。

（
26
）
前
掲
註
25
。
傍
線
は
筆
者
。

（
27
）
前
掲
註
25
。
傍
線
は
筆
者
。

（
28
）『
横
浜
貿
易
新
聞
』
一
八
九
九
年
八
月
四
日
。

（
29
）【
図
4
】
裏
書
に
は
「
明
治
三
十
二
年
八
月
四
日
横
浜
官
民
有
志
ノ
催
シ
タ
ル
同
市
公
園
地
ニ

於
ケ
ル
条
約
改
正
祝
典
園
遊
会
模
擬
ビ
ー
ル
店
ノ
真
影
横
浜
明
治
屋
ノ
担
任
シ
タ
ル
者
ノ

一
」、【
図
5
】
裏
書
に
は
「
其
二　

明
治
三
十
二
年
八
月
四
日
横
浜
公
園
地
に
於
ケ
ル
条
約
改

正
祝
典
園
遊
会
模
擬
ビ
ー
ル
店
真
図
」
と
あ
る
。

（
30
）
前
掲
註
29
。

〔
付
記
〕

　

末
筆
に
な
り
ま
す
が
、「
宮
地
正
彰
関
係
資
料
」
の
存
在
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
石

井
将
次
様
と
、
同
資
料
を
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
石
井
正
惠
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。




